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４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施

設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 

 

［１］ 市街地の整備改善の必要性 

(1) 現状分析 

現在の岐阜市の中心市街地は、戦災復興による土地区画整理事業により、その骨

格が形成された。都市計画道路の大半が改良され、車社会の到来にあわせて来街者

のための駐車場も整備されてきた。 

岐阜市発展の原動力となった繊維産業は、戦後旧国鉄岐阜駅前において始まり、

昭和 24年頃から、現在の岐阜駅周辺の「問屋街」への集積が急速に進んだ。県内随

一の繁華街である「柳ケ瀬商店街」は、そういった繊維問屋街への業者の接客の場

として発展したという側面もある。岐阜市の中心市街地には、そうした戦後間もな

く建設された建築物も多く残っており、環境・防災の面でも問題を抱えている。 

整備改善の状況をみると、岐阜駅周辺は、平成 10年度に JR東海道本線、高山本

線の連続立体交差事業が完成し、次いで、岐阜駅北口土地区画整理事業に着手し、

平成 21年 9月には交通結節点である JR岐阜駅に全国最大規模の駅前広場が完成し

た。また、周辺では土地の高度利用化や街並み整備による新たな商業と業務機能等

の誘導を目的として市街地再開発事業、優良建築物等整備事業が行われ、平成 19

年 10 月に完成した岐阜シティ・タワー43や平成 24年 8月に完成した岐阜スカイウ

イング 37によるツインタワーといった新たな岐阜のシンボルの形成など、未来に向

けた成長を可能とする骨格を築き上げてきた。 

柳ケ瀬は、老朽化した建築物の建替えと土地の合理的かつ健全な高度利用と都市

機能更新を目的とした市街地再開発事業が行われ、平成 24年 3月にはオアシス柳ケ

瀬ビルが完成し、令和 4年度には高島屋南地区第一種市街地再開発事業が完成する

予定である。 

また、岐阜駅周辺及び柳ケ瀬の間に位置する玉宮通りは、街並みの景観を創出す

るための街並み整備推進事業を実施するとともに、人々が集い、にぎわいと活力の

あふれた魅力ある「通り」を実現するため無電柱化の整備を進めていく予定である。 

つかさのまちは、平成 27年 7月に「みんなの森 ぎふメディアコスモス」が開館

し、令和 3年度には新庁舎が開庁する予定であることから、道路改良による当エリ

アの回遊性の向上を図るとともに、歩行者等の安全性・快適性向上を図るための取

り組みを進めることとしている。 

 

(2) 市街地の整備改善の必要性 

こうした現状を踏まえ、岐阜市では、「市街地整備改善」を図るために以下の事業

を基本計画に位置づける。 

 

 

 

 

 

高島屋南地区整備事業（高島屋南地区第一種市街地再開発事業）、岐阜駅東地区第一

種市街地再開発事業、公共サイン整備事業、岐阜市中心部地域都市再生総合整備事

業、司町 1 号線ほか 1 路線道路整備事業、無電柱化推進事業、自転車走行環境整備

事業、街並み整備推進事業、金公園再整備事業、岐阜駅北中央東地区第一種市街地

再開発事業、岐阜駅北中央西地区第一種市街地再開発事業、柳ケ瀬広場整備事業 
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(3) フォローアップの考え方 

計画期間の毎年度に進捗調査を行い、改善措置及び効果の実証を行う。 

 

 

［２］ 具体的事業の内容 

(1) 法に定める特別の措置に関連する事業 

該当なし 

 

(2) ①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 目標達成のための位置付け及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他

の事項 

（玉宮） 
【事業名】 

・金公園再整備事業 

 
【内容】 

・岐阜市のセンター

ゾーンの中心に位

置する金公園にお

いて、多くの市民

が集い、憩い、う

るおい、にぎわい

あふれる都市公園

へと、既存ストッ

ク等を活かした魅

力ある公園づくり

を行う。 

 
【実施時期】 

・R2～R4 

 

岐阜市 中心市街地の中心に位置する金公

園を、多くの人が集い、憩い、うる

おい、にぎわいあふれる都市公園へ

と再整備するものであり、まちの魅

力となるコンテンツの創出を方針と

する、中心市街地の活性化に必要な

事業である。 

【支援措置内容】 

・中心市街地

再活性化特

別対策事業 

 
【実施時期】 

・R3～R4 
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(2) ②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 目標達成のための位置付け及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他

の事項 

(柳ケ瀬) 
【事業名】 

・高島屋南地区整備事

業 

（高島屋南地区第一種

市街地再開発事業） 

 
【内容】 

・敷地面積 

約 6,500 ㎡ 

・規模構造 

地上 35 階建 

 地下 1階 

・主要用途 

住宅約 300 戸､ 

商業施設、公益的

施設、駐車場 

 
【実施時期】 

・H24～R4 

 

市街地再

開発組合 

 

本事業は、県下一の繁華街である

柳ケ瀬に位置し、市内唯一の百貨店

である岐阜髙島屋に隣接するなどの

優れた立地条件を活かすことで柳ケ

瀬の商業機能の改善、増進が期待で

きる。 
また、老朽化した建築物の建替え

により、土地の合理的かつ健全な高

度利用と都市機能の更新を図り、都

心居住の促進並びに商業核施設の整

備を行うものであり、まちの魅力と

なるコンテンツの創出やまちの活力

を支える居住者の確保を方針とする、

中心市街地の活性化に必要な事業で

ある。 

 

【支援措置内容】 

・社会資本整

備総合交付

金（市街地

再開発事業

等） 

 
【実施時期】 

・H24～R1 

 

 

【進捗状況・予定】 

平成 14 年度  準備組合設立 

平成 23 年度  都市計画決定 

平成 24 年度  基本設計等 

平成 26 年度  組合設立認可 

平成 27 年度  都市計画変更 

令和 4年度  完成予定 
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事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 目標達成のための位置付け及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他

の事項 

（駅周辺） 
【事業名】 

・岐阜駅東地区第一

種市街地再開発事

業 

 
【内容】 

・敷地面積 

 約 2,800 ㎡ 

・規模構造 

 地上 24 階建 

・主要用途 

商業施設、 

業務(福祉)施設、 

住宅 106 戸、 

駐車場 

 
【実施時期】 

・H25～H30 

 

市街地再

開発組合 

 

本事業は、JR岐阜駅と名鉄岐阜駅

との間に位置するなど優れた立地条

件を活かし、商業施設や住宅の整備

を行うとともに、超高齢社会のニー

ズに対応した福祉施設の整備を行う

ものであり、まちの魅力となるコン

テンツの創出やまちの活力を支える

居住者の確保を方針とする、中心市

街地の活性化に必要な事業である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【支援措置内容】 

・社会資本整

備総合交付

金（市街地

再開発事業

等） 

 
【実施時期】 

・H25～H30 

 

 

（岐阜大学跡地周辺） 
【事業名】 

・司町 1 号線ほか 1

路線道路整備事業 

 
【内容】 

・無電柱化 

・道路改良 

 
【実施時期】 

・H29～R2 

 

岐阜市 司町 1 号線ほか 1 路線は、令和 3

年度に開庁を予定している新庁舎の

東側に位置する東西道路(司町 1 号

線)及び南北道路(司町 2 号線)であ

る。 

新庁舎は防災拠点であり、地震時

等電柱倒壊による道路閉塞を解消す

るため、周辺道路を無電柱化し、防

災機能の向上を図る。また、司町 1

号線からは金華山や岐阜城が望め、

無電柱化による良好な景観形成を図

る。さらに、新庁舎開庁に伴い庁舎

利用者や図書館複合施設ぎふメディ

アコスモス利用者の増加が見込まれ

るため、道路改良により岐阜大学跡

地周辺の回遊性の向上を図るととも

に、歩行者等の安全性・快適性向上

を図るものであり、まちの魅力とな

るコンテンツの創出を方針とする、

中心市街地の活性化に必要な事業で

ある。 

 

【支援措置内容】 

・社会資本整

備総合交付

金（都市再

生整備計画

事 業 ( 岐阜

市中央部地

区)） 

 
【実施時期】 

・H29～R1 

 

 

【進捗状況】 

平成 14 年度  研究会設立 

平成 17 年度  協議会設立 

平成 18 年度  準備組合設立 

平成 19 年度  基本計画作成 

平成 20 年度  都市計画決定 

平成 22 年度  都市計画変更 

平成 23 年度  推進計画作成 

平成 25 年度  基本設計等 

平成 26 年度  都市計画変更、組合設立認可 

平成 27 年度  工事着手 

平成 30 年度  完成 
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事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 目標達成のための位置付け及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他

の事項 

（玉宮） 
【事業名】 

・無電柱化推進事業

（市道蕪城町玉宮

線） 

 
【内容】 

・道路修景整備事業 

・整備延長 L=710 m 

 
【実施時期】 

・H21～R4 
 

岐阜市  本事業は、玉宮通りの無電柱化に

よる魅力ある都市景観を形成するこ

とで、人々が集い、にぎわいと活力

のあふれた魅力ある「通り」を実現

するものであり、まちの魅力となる

コンテンツの創出を方針とする、中

心市街地の活性化に必要な事業であ

る。 

 

【支援措置内容】 

・防災・安全

交付金（道

路事業） 

 
【実施時期】 

・R1 
 

 

 

 

 

(3) 中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 目標達成のための位置付け及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他

の事項 

（駅周辺） 
【事業名】 

・岐阜市中心部地域

都市再生総合整備

事業（岐阜駅周辺

地区整備事業） 

 
【内容】 

・駅前広場周辺整備 

 
【実施時期】 

・H14～R10 

 

岐阜市  本事業は、駅前広場区域外の歩行

者用デッキの整備を行うことで、公

共交通利用者の利便性向上を図るも

のであり、まちの魅力となるコンテ

ンツの創出を方針とする、中心市街

地の活性化に必要な事業である。 

 

【支援措置内容】 

・社会資本整

備総合交付

金 (都 市再

生総合整備

事 業 ( 岐阜

駅 周 辺 地

区)) 

 
【実施時期】 

・H26～H30、

R4～R10 
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［再掲］ 

(柳ケ瀬) 
【事業名】 

・高島屋南地区整備事

業 

（高島屋南地区第一種

市街地再開発事業） 

 
【内容】 

・敷地面積 

約 6,500 ㎡ 

・規模構造 

地上 35 階建 

地下 1 階 

・主要用途 

住宅約 300 戸､ 

商業施設、公益的

施設、駐車場 

 
【実施時期】 

・H24～R4 

 

市街地再

開発組合 

 

＜再掲 Ｐ95 参照＞ 

【支援措置内容】 

・スマートウェ

ルネス住宅

等推進事業

（ 地域 生活

拠点型再開

発事業） 

 
【実施時期】 

・R2～R4 

 

 

(岐阜大学跡地周辺) 
【事業名】 

・公共サイン整備事

業 
 

【内容】 

・歩行者系サインの

新設 

 
【実施時期】 

・R2 

 

岐阜市  新庁舎建設整備に合わせ、市街地

と駅を結ぶ主要道の回遊性等、中心

市街地の活性化の向上のために新規

サインの設置を行うものであり、ま

ちを分かりやすく案内し、市民や外

来者がスムーズに行動できるように

支援するものであり、まちの魅力と

なるコンテンツの創出を方針とする、

中心市街地の活性化に必要な事業で

ある。 

 

【支援措置内容】 

・都市構造再

編集中支援

事業 

 
【実施時期】 

・R2 

 

［再掲］ 

（岐阜大学跡地周辺） 
【事業名】 

・司町 1 号線ほか 1

路線道路整備事業 

 
【内容】 

・無電柱化 

・道路改良 

 
【実施時期】 

・H29～R2 

 

岐阜市 

＜再掲 P96 参照＞ 

【支援措置内容】 

・都市構造再

編集中支援

事業 

 
【実施時期】 

・R2 
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［再掲］ 

（玉宮） 
【事業名】 

・無電柱化推進事業

（市道蕪城町玉宮

線） 

 
【内容】 

・道路修景整備事業 

・整備延長 L=710 m 

 
【実施時期】 

・H21～R4 
 

岐阜市 

＜再掲 P97 参照＞ 

【支援措置内容】 

・無電柱化推

進計画事業

補助 

 
【実施時期】 

・R2～R4 
 

 

[再掲] 

（玉宮） 
【事業名】 

・金公園再整備事業 
 

【内容】 

・岐阜市のセンター

ゾーンの中心に位

置する金公園にお

いて、多くの市民が

集い、憩い、うるお

い、にぎわいあふれ

る都市公園へと再

整備を行う 

 
【実施時期】 

・R2～R4 

 

岐阜市 

＜再掲 P94 参照＞ 

【支援措置内容】 

・都市構造再

編集中支援

事業 

 
【実施時期】 

・R2～R4 
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（駅周辺） 

【事業名】 

・岐阜駅北中央東地

区第一種市街地再

開発事業 

 

【内容】 

・駅周辺のさらなる

魅力の創出とまち

の価値の向上を実

現するため、市街

地再開発事業を実

施する。 

・敷地面積 

 約2,700㎡ 

 

【実施時期】 

・R3～ 

 

市街地再 

開発組合 

【位置付け】 

 本地区は、都市再生緊急整備地域

における都市開発事業に位置付けら

れており、令和 3 年 3 月に都市計画

決定を行った。 

 

【必要性】 

JR岐阜駅北口の正面に位置する優

れた立地条件を活かし、土地の合理

的かつ健全な高度利用と都市機能の

更新を図り、駅周辺のさらなる魅力

の創出とまちの価値の向上を実現す

る、中心市街地の活性化に必要な事

業である。 

 

【進捗状況】 

令和 2 年度 都市計画決定 

令和 3 年度 建物調査等 

令和 4 年度 組合設立（予定） 

 

【支援措置内容】 

・社会資本整

備総合交付

金（市街地

再開発事業

等） 

 

【実施時期】 

・R3～ 

 

（駅周辺） 

【事業名】 

・岐阜駅北中央西地

区第一種市街地再

開発事業 

 

【内容】 

・駅周辺のさらなる

魅力の創出とまち

の価値の向上を実

現するため、市街

地再開発事業を実

施する。 

・敷地面積 

 約3,200㎡ 

 

【実施時期】 

・R3～ 

 

 

 

市街地再 

開発組合 

【位置付け】 

 本地区は、都市再生緊急整備地域

における都市開発事業に位置付けら

れており、令和 3 年 3 月に都市計画

決定を行った。 

 

【必要性】 

JR岐阜駅北口の正面に位置する優

れた立地条件を活かし、土地の合理

的かつ健全な高度利用と都市機能の

更新を図り、駅周辺のさらなる魅力

の創出とまちの価値の向上を実現す

る、中心市街地の活性化に必要な事

業である。 

 

【進捗状況】 

令和 2 年度 都市計画決定 

令和 3 年度 建物調査等 

令和 4 年度 組合設立（予定） 

 

【支援措置内容】 

・社会資本整

備総合交付

金（市街地

再開発事業

等） 

 

【実施時期】 

・R3～ 
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（柳ケ瀬） 

【事業名】 

・柳ケ瀬広場整備事

業 

 

【内容】 

・柳ケ瀬のさらなる

魅力の創出とまち

の価値の向上を実

現するため、広場

の整備を行う。 

 

【実施時期】 

・R3～R9 

 

岐阜市 【位置付け】 

柳ケ瀬広場は令和 3 年度に都市計

画決定をしたほか、「岐阜市みどりの

基本計画」の中心市街地緑化重点地

区の緑化推進地区に位置付けてい

る。 

 

【必要性】 

柳ケ瀬のさらなる魅力の創出とま

ちの価値の向上を実現するため、交

流空間やレクリエーション空間など、

多様な機能を有した広場を柳ケ瀬の

中心に整備するものであり、中心市

街地の賑わい創出が見込まれる。 

 

【支援措置内容】 

・都市構造再 

編集中支援 

事業 

 

【実施時期】 

・R4 
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(4) 国の支援がないその他の事業 

事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 目標達成のための位置付け及び必要性 

国以外の 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他

の事項 

（駅周辺、柳ケ瀬、岐

阜大学跡地周辺） 
【事業名】 

・自転車走行環境整

備事業 

 
【内容】 

・自転車走行位置明

示等 

 
【実施時期】 

・H25～R8 

 

岐阜市 近年、自転車は環境負担の低い交

通手段であることや、健康志向の高

まりを背景にその利用ニーズが高

まっている。その一方で、特に中心

市街地においては、朝・夕の通勤、

通学時間帯に自転車が集中し、自転

車と歩行者の錯綜が見られ危険であ

るため、自動車、自転車、歩行者等

の棲み分けが必要となっている。 

 そこで、安全、安心な自転車走行

環境の形成により、「歩行者・自転車

にやさしい都市」が実現され、集約

型都市構造を支える交通体系が整っ

た都市の実現と、自転車・歩行者へ

の安全性が高まることによる中心市

街地への自転車アクセスの向上を図

るものであり、まちの魅力となるコ

ンテンツの創出を方針とする、中心

市街地の活性化に必要な事業であ

る。 

 

  

(玉宮) 
【事業名】 

・街並み整備推進事

業 

 
【内容】 

・玉宮通り修景整備

事業 

 
【実施時期】 

・H5～R1 

 

玉宮まち

づくり協

議会、 

岐阜市 

玉宮通り地区において、地域住民

がまちづくり協定に沿った、ゆとり

ある歩行者空間の創出、緑化推進等

を進めることにより活性化や回遊性

の向上を図るものであり、まちの魅

力となるコンテンツの創出を方針と

する、中心市街地の活性化に必要な

事業である。 

  

 


